
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農家全戸配布  令和３年９月２９日 （４２２号） －お問合せ－ 

新 庄 市 農 林 課 

 0 2 3 3 - 2 9 - 5 8 3 5 

Fax.0233-22-0989 
農業だより 

品目 1 0 a あたり基 準 単 価 

果樹 1，520円 

野菜、花き 1，432円 

品目 肥料の種類 10aあたりの基準単価 

野菜、花き 

粒状肥料 2，717円 

葉面散布肥料（1回） 277円 

〃   （2回） 554円 

〃   （3回） 831円 

令和３年５月、６月の降雹による農業被害支援 

病害防除のための農薬、草勢回復のための肥料の購入費用に対して支援します！ 

支援対象者 

農業法人、農業者団体（JAの生産部会等）、農業者（販売農家） 

支援内容 

①農薬購入費に対する支援 

対象経費    降雹被害により新たに防除が必要となった、病害防除のため農薬購入経費 

薬剤の種類   殺菌剤（1回限り） 

補助率     「農薬購入経費の 1/2」と「下記基準単価×実施面積×1/2」のいずれか低い額 

           ※基準単価 

②肥料購入費に対する支援 

対象経費     降雹被害により新たに施肥が必要となった、草勢回復のため肥料購入経費 

薬剤の種類   粒状肥料（1回限り）、葉面散布肥料（最大 3回まで） 

補助率     「肥料購入経費の 1/2」と「下記基準単価×実施面積×1/2」のいずれか低い額 

          ※基準単価 

対象の方には申請書の提出をお願いしますので、10 月 22 日（金）までに、ＪＡ生産部会員の方は各ＪＡ 

の担当に、その他の方は農林課にご相談ください。対象面積や、購入した農薬や肥料の種類・数量を 

お知らせください。 

問合せ先：農林課農業振興室 TEL 29-5836  

※事業完了後に、農薬や肥料を購入したことが分かるもの（領収書等）や、農薬や肥料を散布したことが分かるも 

の（生産記録や作業日誌等）を提出いただくことになります。  



(１) 農作業を行う際に注意すべき事項 

・・作業中にラジオなど音の出るものを携帯するなど、自分の存在をアピールす 

ること。 

・・クマ類の出没情報に留意し、クマ類の行動が活発になる早朝、夕方の作業時 

には、周囲に気を付けること。 

・・森林、斜面林などのそばの農地は、クマ類の出没ルートとなりやすいので特 

に注意し、周囲の灌木の刈り払いなどを行うこと。 

・・頻繁にクマ類が出没する地域においては、できるだけ単独での作業は避ける 

こと。  

(２) 誘引物の除去  

・・クマ類を誘引する生ゴミや野菜・果実の廃棄残さ等の適切な処理。 

・・農地では果樹園が最も被害を受けやすいところであり、収穫後の放置果実は 

適切に除去すること。 

・・クマ類は、収穫物収納庫に入り込んで採食することもあるため、収納庫はき 

ちんと施錠するなど管理を徹底すること。 

・・草刈機などに使われるガソリンなどの揮発性物質も、クマ類の誘引物となる 

ため、保管所等に注意すること。 

                     

 

 

各地でクマによる人身被害が多発しています。 
農作業に当たっては、クマとの不意の遭遇に十分ご注意ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

クマを目撃、または痕跡を発見した場合は、速やかに市環境課、または警察署へご

連絡の上、近隣住民の方々へのお声掛けをお願いします。 

【担当】新庄市環境課 ☎0233—29-5826 

 

 

 

 

 

 

ク マ に ご 注 意 下 さ い ！ ！ 

クマの出没を防ぐためには 


